
審議会等の会議報告 

 

１ 会議名 第４回津市空家等対策委員会 

２ 開催日時 
平成２９年３月２３日（木） 

１４時００分から１４時４５分まで 

３ 開催場所 津市本庁舎８階 大会議室Ａ 

４ 出席した者の氏名 

（津市空家等対策委員会委員） 

伊藤祐一、小黒敏克、川井一浩、草深靖志、國分恵之、 

豊福裕二、西浦義樹、藤田伸行、奥山巌、丹羽啓一郎、 

田中敬二 

（事務局） 

都市政策課長 別府敏 

都市政策課都市計画・景観担当主幹 清水貴伸 

都市政策課都市計画・景観担当 松下裕輔、横田斉也 

（委託業者） 

株式会社都市環境研究所三重事務所 

執行役・三重事務所長 五十子修 

副所長 西田宗弘 

研究員 板倉知里 

５ 内容 １ 津市空家等対策計画（案）について 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

都市計画部都市政策課都市計画・景観担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１８１ 

E-mail 229-3177@city.tsu.lg.jp 
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会議の内容 以下のとおり 
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豊福委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

お待たせいたしました。本日は大変お忙しい中ご出席をいただき、誠

にありがとうございます。 

ただ今から、第４回津市空家等対策委員会を開催させていただきま

す。 

まず、本日の資料についてご確認願います。事項書、資料１ 津市空

家等対策計画（案）、資料２ 津市空家等対策計画（案）に対する意見

等の概要と意見等に対する考え方、資料３ 計画（素案）からの変更点

の４種類でございます。不足等はございませんでしょうか。 

それでは、会議を進めさせていただきますが、本会議は津市情報公開

条例第２３条の規定に基づいて公開し、一般市民の方の傍聴席を設けて

おります。また、会議の結果を、発言者の氏名と共に、ホームページで

公表させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いします。 

さて、本日の会議の議長ですが、津市空家等対策委員会設置要綱第６

条第１項の規定によりまして、委員長が務めることになっておりますの

で豊福委員長よろしくお願いいたします。 

 

本日は、委員の皆様のご出席を賜り厚くお礼申し上げます。 

委員各位におかれましては、本日の議事について、よろしくご意見い

ただきますようお願い申し上げます。 

また、議事運営につきましては、委員各位の格別のご協力、よろしく

お願い申し上げます。 

それでは、お手元の事項書のとおり進めたいと思いますが、事務局、

本日の傍聴者の状況についてご説明願います。 

 

本日傍聴者はございませんのでこのまま会議を続けていただきたい

と思います。 

 

本日は傍聴希望者がみえないということですので、そのまま会議を続

けさせていただきたいと思います。 

それでは、委員会の成立の可否について、事務局から報告お願いいた

します。 

 

それでは、ご報告申し上げます。 

中尾委員と田中伸二委員が欠席ですが、ただいま委員会委員１３名中

１１名の方がご出席いただいておりますので、会議は成立しておりま

す。 

 

会議の成立を認めます。 

それでは、事項書の１「津市空家等対策計画（案）」について、事務

局からご説明お願いします。 

 

それでは、事項書の１ 津市空家等対策計画（案）についてご説明さ

せていただきます。 

まず本日お配りしました「資料２ 津市空家等対策計画（案）に対す
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る意見等の概要と意見等に対する考え方」をご覧ください。 

平成２９年２月１０日から３月１３日まで、津市空家等対策計画（案）

に対しパブリックコメントを行い、５名の方から１５件のご意見をいた

だき、そのご意見に対する本市の考え方を整理しましたのでご紹介させ

ていただきます。 

まず、１つ目と２つ目のご意見ですが、「住宅が密集している地域に

おいて管理不全な空家が周辺の生活環境に及ぼす影響が高いこと」と、

「空家等が市全域に広がっていることから５年間で重点的に空家対策

に取組むべき地域を設定する方が効果的であり、また中心市街地や地域

の拠点となる場所は既に都市基盤や人口などの集約があること」から

「重点対象地域を設定してはどうか」というご意見がありました。 

それに対する考え方としては、「今後の施策検討の参考とさせていた

だきます。なお、平成２７年度に行った空家外観調査の結果から、市内

にまんべんなく空家が分布している状況であることから、重点地区は設

けていませんが、他地域と比較して高齢者が多く、過疎地域である美杉

地域については、空き家情報バンクを利用して購入した空家の改修費の

一部補助を行う事業を行っているほか、商店街の空き店舗等について

は、新たな店舗や集客に役立つ施設等として活用する場合に、その経費

の一部を補助する事業を行っているなど、地域の特性に基づいた施策を

展開しております。」としました。 

次に、耐震基準を満たさない等の条件を満たす木造住宅の除却補助は

既に実施しているところですが「その補助額が上限３０万円では安すぎ

るので増額すべき」とのご意見がありました。 

それに対する考え方としては、「所有者の財産である空き家の適正な

維持管理は解体、修繕等を含め、第一義的には空家等の所有者等が自ら

の責任と判断で行うべきことで、これに対しどこまで公費で補助をする

かは慎重に検討していく必要があり、今後の課題の一つと考えておりま

す」としました。 

次に、「本計画において空家等対策の目標や目指すべき都市像の設定

は行わないのか」というご意見がありました。 

それに対する考え方としては、「上位計画である津市総合計画で本市

の将来像は「環境と共生し、心豊かで元気あふれる美しい県都」として

おります。その将来像を実現するためのまちづくりの目標の１つに「美

しい環境と共生するまちづくり」があり、その目標を達成する基本施策

の１つが「快適な生活空間の形成」です。空家等対策についてもそこに

含まれるため本計画では目指すべき都市像を定めておりません。」とし

ました。 

次に、「雑草を刈るなど地域住民による対応が可能なものについては、

地域の助け合い（共助）により解決すべきであり、市はその支援に取り

組んでいくべきではないか」というご意見がありました。 

それに対する考え方として、「空家等の適正管理は第一義的に所有者

等の責任により行われるべきことですが、空家対策には地域の協力が必

要不可欠であることから、地域の役割として、『地域の良好な生活環境

を維持するために、市や所有者等と相互に連携して、地域内の空家等の

情報提供等、空家等の発生及びその放置による管理不全な空家等の発生

の抑制に努める』としております。」としました。 

次に、「目標の達成度合いが検証できるよう重要業績評価指数（ＫＰ
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Ｉ）などの成果指標を設定してはどうか」というご意見がありました。 

それに対する考え方として、「今後も人口減少は進み空家等の数が増

加することが予想されますが、今後の状況が不透明であり、本市が行う

施策に対しての効果の検証が難しいため、数値目標の設定は行わず、計

画期間内に実施する施策を目標としました。」としました。 

次に、「築数十年を経過した住宅は、台所、お風呂、トイレなどの水

回りがモダンなものではなく、破損している場合もあるため、空き家の

リフォーム補助金を創設してほしい」というご意見がありました。 

それに対する考え方として、「空家等を含めた耐震基準を満たさない

木造住宅（昭和５６年５月３１日以前に建築された建築物）について、

耐震改修を行う場合の補助制度については現在も設けておりますので、

周知を図ります。また、美杉地域については、移住の推進という観点か

ら、空き家情報バンクを利用して同地域の空家を購入した方を対象とし

て、改修工事を行う場合の補助制度を設けております。」としました。 

次に、「空き家情報バンク制度を利用して空家を賃借した子育て世帯

に対し、家賃の一部を補助する制度を創設してほしい」というご意見が

ありました。 

それに対する考え方として、「今後の施策検討の参考とさせていただ

きます。なお、平成２９年度に国土交通省が、空家等を賃貸住宅として

活用することを目的として、住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯な

どの住宅確保要配慮者を対象とした家賃補助を行う制度を設けるとの

ことです。」としました。 

次に、「空き家情報バンク及びその関連業務（相談、案内、仲介等）

の運営について、行政主導ではなく、民間の不動産会社（ＮＰＯ含む）

の有する専門性や機動力（休日・夜間相談体制など）、既存インフラ（不

動産会社の全国ネットワーク）を活用し、効果的かつ効率的に運用する

ことも検討してはどうか。また、移住者の視点で考えると、移住先を検

討するのに初めはおおよそのエリアで検討するため、周辺市町との連携

も必要ではないか」というご意見がありました。 

それに対する考え方として、「空家等の流通については、民間による

市場の流通を基本としているものの、市場に乗らないような空家等につ

いて、行政主体の空き家情報バンクにより情報発信を行っていくものと

考えております。また空家等の仲介については、引き続き専門知識やノ

ウハウを有する関係団体のご協力をいただくことを考えております。 

周辺市町との連携については、三重県が移住に関する情報発信を行う

「ええとこやんか三重」において、県内市町が行う空き家バンク等の情

報を掲載しております。」としました。 

次に、「空家対策の根本は、除却ではなく活用にあると考えるため、

既存の支援メニューを市民に対して周知するのみならず、民間が主体と

なって全国から移住者や新たな店舗を受け入れている事例もあること

から、そういった民間団体の発掘・育成・支援を行う仕組みが必要では

ないか」というご意見がありました。 

それに対する考え方として、「民間団体の活動の支援等については、

現在問い合わせ等はありませんが、本計画や日頃の業務等を通じて、空

家等のもたらす問題や現状の周知を図ることで、その活動の気運が高ま

ってきた際に、今後の施策検討の参考とさせていただきます。」としま

した。 
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次に、「住宅需要の減少により発生した空家について、単なるリフォ

ームによる再利用ではなく、店舗や事務所、宿泊施設や福祉施設など、

リノベーションやコンバージョンが促進される仕組みが必要ではない

か。また、コンパクトシティや中心市街地活性化、公共施設再配置など

との関連性について言及する必要があるのではないか」というご意見が

ありました。 

それに対する考え方として、「平成２８年度に国が創設した、空家等

対策計画を策定して対策を進める市町村が活用できる補助制度である、

「空き家対策総合支援事業」を活用し、民間事業者等が空家等を地域の

集会所や民泊施設、高齢者のサロン等として活用する際の支援を検討し

ます。また、コンパクトシティや中心市街地活性化については、空家が

市内にまんべんなく分布している状況ですので、今後の業務の参考とさ

せていただきます。」としました。 

次に、「津市は広い市域であることから、例えば過疎地域である美杉

地域などの定住促進等を考えるエリアと、大門商店街の空き店舗のリノ

ベーション等による活性化を考えるエリアでは政策が違うため、地区の

特性別の方針や具体的な政策を検討する必要があるのではないか」とい

うご意見がありました。 

それに対する考え方として、「他地域と比較して高齢化率が高く、過

疎地域である美杉地域については、空き家情報バンクを利用して購入し

た空家の改修費の一部補助を行う事業を行っております。商店街の空き

店舗等については、新たな店舗や集客に役立つ施設等として活用する場

合に、その経費の一部を補助する事業を行っているなど、地域の特性に

基づいた施策を展開しております。」としました。 

次に、「行政代執行ではなく、所有者が、入院や施設入所、高齢等に

より措置の履行または履行に係る手配を行うことができない場合、市が

同意書等を取った上で、措置を実施し、費用の請求を行ってはどうか」

というご意見がありました。 

それに対する考え方として、「管理不全な空家等の解消の促進に向け

た取り組みの手法の一つとして、今後の参考にさせていただきます。」

としました。 

次に、「危険な空家等を解消した事例や、商店街の空き店舗がリノベ

ーションされて利活用されている事例など、具体的な対策事例が写真な

ども含めて掲載されるとわかりやすいのではないか」というご意見があ

りました。 

それに対する考え方として、「空家等対策の過去の事例について、そ

の写真を掲載することは個人の空家等であることから難しいですが、今

後啓発や施策の周知等を図る際に、イラスト等を掲載することにより施

策の内容がわかりやすいように行ってまいります。」としました。 

最後に、「地域の課題として、空き家に限らず雑草やごみの不法投棄

など多岐に渡ることから、行政や自治会だけでなく、ＮＰＯなどへの支

援を検討し、お互いに協力して総合的に対策を実施する必要があるので

はないか」というご意見がありました。 

それに対する考え方として、「ＮＰＯの活動の支援等については、現

在問い合わせ等はありませんが、本計画や日頃の業務等を通じて、空家

等のもたらす問題や現状の周知を図ることで、その活動の気運が高まっ

てきた際に、今後の施策検討の参考とさせていただきます。」としまし
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た。 

パブリックコメントにていただいたご意見とそれに対する考え方は

以上のとおりで、今後市のホームページで公開する予定です。パブリッ

クコメントによる本計画の修正はありませんでした。 

また、平成２９年２月３日に、津市議会に本計画の報告を行い、ご協

議いただきました。その中から本計画に係る主なご意見をご紹介させて

いただきます。 

「空家等対策の施策をもう少し追加してはどうか」というご意見や、

「空家の利活用について、事業者にある程度の情報を公開して利活用方

法の提案をしてもらってはどうか」、「今後、空家の増加や新たな補助制

度の創設により解体の需要が高まることから、解体業者の育成を考えて

はどうか」や「市で空き家を引き取ってほしいとい相談に対してはどの

ように対応するのか」などのご意見がございました。 

津市議会によるご意見と、前回の委員会でのご意見を踏まえて、追

記・修正を行った点がありますので、「資料３ 計画（素案）からの変

更点」をご覧ください。 

まず①について、「資料１ 津市空家等対策計画（案）」の５ページの

表Ⅱ―２及び図Ⅱ－２をご覧ください。これまでは平成２２年の国勢調

査の結果から図表を作成しておりましたが、平成２７年の国政調査の結

果が公表されましたので、それに伴い数値等の更新を行いました。 

次に、②について、９ページの表Ⅱ―５及び表Ⅱ―６をご覧ください。

空地・空家の相談件数を、平成２８年１１月末時点から平成２９年２月

末時点の数値に修正しました。 

次に③について、１２ページから１５ページをご覧ください。空家の

分布図の色合いが見づらいというご意見がありましたので、判定Ｂの点

の色と、地区界の線の色を変更しました。 

次に④について、２８ページをご覧ください。「老人福祉施設等と連

携した適正管理に係る周知・啓発」について、施策内容の表現について

ご指摘がありましたので、ご指摘の通りに表現を変更しております。 

次に、⑤について、空家等の利活用を促進するための、民間事業者と

協力した相談窓口の構築に関する具体策がないというご意見や、津市議

会のご意見を踏まえ、２９ページのとおり施策を追加しております。 

施策の内容としましては、「空家等の利活用にあたっては相続や建築

など、専門的かつ幅広い分野での情報や知識、技術が必要となります。

そのため、空家等の利活用方法を決められず、放置している所有者等へ

の支援として、空家等の立地や規模、状態等からそれぞれに適した対処

方法の提案を行うことを検討するなど、専門的な知識やノウハウを有す

る関係団体等と連携して、空家等の利活用に関する相談体制の整備を行

う。」というものです。関係団体の皆さまにはご協力いただくことにな

るかと思いますので、よろしくお願いします。 

以上が前回の委員会時にお示しさせていただいた計画（素案）からの

変更点となります。 

最後に今後のスケジュールについてですが、本日皆様からご意見をい

ただいた後、今年度内に計画を策定・公表し、平成２９年４月１日より

運用を開始する予定でございます。 

 

以上で事項書の１「津市空家等対策計画（案）について」のご説明を



6 

 

 

豊福委員長 

 

 

 

國分委員 

 

 

 

 

 

田中（敬）委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國分委員 

 

奥山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國分委員 

 

豊福委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

國分委員 

 

終わります。 

 

ありがとうございました。 

それでは計画（案）について、ご意見ご質問等いただければと思いま

す。 

 

資料２のパブリックコメントにおける意見とその考え方のＮｏ．１２

について、空き家情報バンクを利用して購入した空き家の改修費の補助

と、商店街の空き店舗等を新たな店舗や集客に役立つ施設等として活用

する場合の補助を行っているとのことですが、補助額はいくらでしょう

か。 

 

美杉地域では、空き家情報バンクを利用して空き家を購入された方を

対象に、１００万円を上限として改修費用の３分の 1 にあたる額を補助

させていただいております。それとは別に、水回り部分の改修について

は、５０万円を上限に改修費用の２分の１にあたる額を補助させていた

だいており、水回り以外と水回りという２つの改修費補助を設けており

ます。 

平成２８年度の実績としては、水回り以外であるリノベーション補助

が２件で２００万円、水回りの補助が２件で１００万円となっておりま

す。 

 

これは空き店舗に関しても同様の補助内容でしょうか。 

 

空き店舗の補助については、商店街の連担性を保つために設けている

のですが、新規出店希望者がいらっしゃる場合は、１５０万円を上限に、

補助率は３分の１以内で改装費の補助をさせていただいております。こ

ちらの補助制度は、所有者である店舗の大家さんではなく、空き店舗を

借りられる方を対象としております。 

また、件数は少ないのですが、商店街振興団体等が、商店街の空き店

舗を使ってチャレンジショップ等をしたいという場合には、上限を２０

０万円として、補助率は４５％で改装費の補助をさせていただいており

ます。 

 

ありがとうございます。 

 

その他いかがでしょうか。 

 

補足ですが、三重県の補助制度として、三重県外からの移住者が、空

き家の購入や賃貸を行って改修する場合に補助を行う市町村を対象に、

１００万円を上限として、改修費の３分の１を補助するという制度があ

ります。平成２９年度から本市でもこの補助制度を活用して、市内の空

き家を改修する移住者に対する補助を行っていきたいと考えておりま

す。 

 

補助制度の併用は可能ですか。 
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事務局 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊福委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

１つの工事に対して併用できませんが、対象工事を分けてもらえれば

可能です。例えば、三重県外から美杉地域に移住してくる場合、お風呂

やトイレなどは水回り部分の補助を利用し、外壁の改修を水回り以外の

部分の補助を利用して行い、また屋根の改修を三重県の補助制度を活用

した補助を利用すれば可能となります。 

 

改修箇所ごとに契約を分ければ併用可能ということですか。 

 

契約を分けるかどうかは検討中ですが、なるべく利用しやすくなるよ

うに考えております。 

 

その他いかがでしょうか。 

私の方から１つよろしいでしょうか。 

全体的に、前回の素案から比べると、施策に関してもかなり具体的に

なったと思いますが、実施計画であることを考えるとまだ具体性に欠け

るように思います。それに関しては、この会議を含めて内容を詰めてい

くという理解でよろしいでしょうか。 

 

津市空家等対策委員会は、計画を策定して終わりではなく、任期も委

嘱日から２年間となっております。来年度も２回程度の開催を予定して

おりますが、空き家情報バンクの市全域の拡大について、宅建協会さん

と全日本不動産協会さんにご協力いただく方向で協定の内容を詰めさ

せていただいているところですので、バンク拡大の前に一度開催させて

いただくのと、年度末に施策の実施状況の報告等をさせていただく予定

です。本委員会を定期的に開催させていただき、「もっとこうしてはど

うか」といったご意見をいただきながら施策に反映させていただきたい

と考えております。 

 

わかりました。施策の詳細に踏み込んだ話になるかもしれませんが、

空き家情報バンクを市全域に拡大するとのことですが、現在は美杉地域

限定であり、水回りの補助と水回り以外の補助は空き家情報バンクを利

用して購入した空き家が対象ですので、今後バンクの対象地域を拡大す

ることにより、補助制度も全域に拡大されるのでしょうか。 

また、空き家情報バンクに登録する物件について、市場ベースに乗ら

ない物件をバンクに登録していくと資料２の考え方に記載がありまし

たが、市場ベースに乗る乗らないの選別を行う際には、不動産業者の協

力が必要であると思いますので、そのあたりの仕組みはどのようにお考

えでしょうか。 

 

バンクを拡大した際の補助制度については、美杉地域は過疎地域であ

ることから過疎債を使って行っておりますので、美杉地域の水回りとそ

れ以外の補助は、今後も美杉地域の空き家を対象として行っていきま

す。三重県の補助を活用したリノベーション補助は、本市全域を対象と

して行っていきます 

市場ベースに乗るかどうかの選別についてですが、具体的な話を今後

宅建協会さんと全日本不動産協会さんと詰めさせていただきます。例え

ば、民間事業者により既に市場に流通している空き家のバンクへの登録
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豊福委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國分委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊福委員長 

 

 

 

事務局 

は認めないというのも１つの方法ですし、市場に流通している空き家の

登録も認めていくことも考えられます。詳細は今後詰めさせていただき

ます。 

ただ、美杉地域でバンクを運用している経験から、市場に流通してい

る物件の登録を認めると、例えばバンクを見て問い合わせいただいた際

に、既に民間ベースの方で売買されていたということも考えられますの

で、慎重に検討していきたいと思います。 

 

ありがとうございます。 

他いかがでしょうか。 

すみませんがもう１点だけよろしいでしょうか。 

都市政策課の方では、都市マスタープランの見直しと立地適正化計画

の策定について議論されていることと思いますが、例えばリフォームや

リノベーション補助を行う際に、居住誘導区域に入らないエリアでも補

助していくのかといった、エリア的な問題についてはどのようにお考え

でしょうか。 

 

市街化調整区域や都市計画区域外については補助を行わないという

のも１つの方法かと思いますが、今は市内一律に行っていくことを考え

ております。 

 

はい、他いかがでしょうか。 

 

事務局からよろしいでしょうか。 

資料１の計画（案）の３４ページに、委員としてご協力いただいてい

る団体の皆さまについても掲載させていただいておりますが、空き家の

問題については今までの積み重ねであり、簡単に市内にある４，０００

近い空き家を０にすることはできませんし、むしろ今後増加するものと

考えられますので、利活用については非常に重要になってくると考えて

おります。その中で、他に本委員会にご協力いただいたほうが良い団体

がいらっしゃる場合は、この場でも結構ですし、また後日でも構いませ

んのでご指南いただければと思います。 

 

他市町では民間の確認審査機関に参加してもらっている事例があり

ます。今後、特定空家の認定やインスペクションを行っていくにあたり、

国交省からガイドラインが公表されていますが、その基準に対して調査

した内容をチェックする機関として、民間の確認審査機関にお願いして

いるようです。私ども建築士事務所協会としましても、地域に多くの会

員がおりますので、マンパワーで調査を行うことができますが、それに

対する第三者によるチェックがあったほうがより精度の高い結果とな

ると思います。 

 

ありがとうございます。 

本日計画の内容を確定して、４月から運用ということでよろしかった

でしょうか。 

 

はい。先ほども申し上げましたが、市議会でもご議論いただきました
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豊福委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

が、空き家の問題は簡単に解決できるものではなく、本計画を策定して、

関係部署と協力して対策を進めていきますので、委員の皆さまからも具

体の施策についてのご意見などいただきたいと思います。 

 

わかりました。 

ではこの計画（案）で４月から運用ということでよろしいでしょうか。 

特にご意見無いようですので、本日の議事は終了となりますので、事

務局にお返しします。 

 

先ほども申し上げましたが、来年度の当該委員会の開催については、

計画に基づく施策の実施状況の報告など、夏頃と年度末の２回を考えて

おります。また、施策の実施について、関係団体の皆さまには引き続き

ご協力いただくことになると思いますのでよろしくお願いいたします。 

最後になりますが、本年度は当該計画の策定に関し、ご協力いただき

まして誠にありがとうございました。 

 

 


